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　独立行政法人 労働者健康福祉機構 東京産業保健推進セ
ンターは、働く人々の心と身体の健康確保を図るため、産業
保健活動に携わる皆様を支援しております。
　皆様の産業保健活動をより一層充実したものとするために、
当推進センターでは、窓口相談・実地相談、研修、情報の提
供、助成金の支給等の各種事業を行っております。
　その中の情報提供の一環として、独自の産業保健情報誌「東

京さんぽ 21」を定期的に発刊、配布しておりますが、この度
最新号を発刊いたしましたので贈呈いたします。
　関係者の皆様の産業保健活動の推進にご活用いただけれ
ば幸いに存じます。
　なお、本誌ならびに当推進センターの事業運営等に御意見
等があれば、FAX 又はメールにて賜ります。
　是非多数の御意見を頂きたくよろしくお願いいたします。

9月1日（金）に東京労働局、社団法人東京労働基準協会連合会の主
催で、今回は日本教育会館において開催されました。
“健康文化の形成をめざして”をテーマに6人の講師からさまざま

な視点で健康に関する興味深い講演がありました。
特別講演は“「ためしてガッテン流」健康教育の仕方教えます”

というテーマで、参加者は身近な課題と番組の裏話に聞き入ってい
ました。

一日中小雨が降り
続くあいにくの天気
で し た が、 産 業 医、
保健師、看護師、衛
生管理者、労務担当
者等が多数訪れ盛況
でした。

第11回産業保健フォーラム
IN TOKYO開催される

2006年6月14日、イタリア・ミラノ
で開催された国際産業保健学会（ICOH）
において、当センターの錦戸相談員
等が平成16年度調査研究事業の成果
発表を行いました。発表タイトルは、
Current Status and Future Direction 
of Occupational 
Health Nursing 
P r a c t i c e s  i n 
W o r k p l a c e 
Mental Health 
Promotion in 
Japanです。

国際産業保健学会
（ICOH）にて
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　このたび9月1日付けをもちまして、東京労働局長を拝

命いたしました大槻でございます。東京における労働行

政の総合的一体的運営に努め、働く人々、求職者、事

業主、そして各方面の関係の皆様のニーズに迅速的確に

応えていくことができるよう努力してまいる所存でありま

すので、皆様のご支援を切にお願い申し上げます。

　さて、皆様には日頃から労働行政、とりわけ労働衛生

行政の推進に当たり、深いご理解と心強いご支援ご協力

を賜り厚くお礼申し上げます。

　私事で恐縮ですが、一昔以上前、労働福祉事業団（現

労働者健康福祉機構）に勤務していた頃、丁度、旧労

働省において産業保健推進センターを設置してゆく方向

が定まり、当初の事業団としての予算要求及び同センタ

ーの設置事務の一部に参画いたしました当時のことが思

い出されます。

　当時から今日までの間、働く人々の健康を取り巻く環境

（経済・産業構造、経営環境、高齢化等雇用就業構造等）

が大いに変化する中、労働者の生命や生活に関わる問題

が深刻化し、職業性の疾病の予防や健康管理・健康づく

り対策の重要性はいやが上にも増しております。過重労働

による健康障害やメンタルヘルスに関わる健康問題が大

切な課題となっていることは言うまでもありません。

　東京産業保健推進センターは、開設以来、産業医をは

じめとした産業保健関係者や地域産業保健センターの支

援等を通じて、産業保健の充実のための幅広い分野にわ

たり積極的な事業を展開されており、今後とも東京にお

ける産業保健活動の一層の活発化に向けてのご活躍が

期待されております。

　東京労働局としても、東京産業保健推進センターとの

連携を密にし、産業における労働衛生水準の一層の向

上に努めてまいる考えであります。

　当面、本年4月に施行された改正労働安全衛生法（長

時間労働に係る医師による面接指導制度の導入、リスク

アセスメントの実施等の努力義務等を内容とするもの）

の円滑な実施に引き続き努めることとしており、東京労働

局として、過重労働による健康障害の未然防止を図る観

点から、「過重労働による健康障害防止のための総合対

策」に基づき、疲労の蓄積等による脳・心臓疾患等の

健康障害を発生させない職場づくりを促進するため、「か

けがえのないあなた　かけがえのない健康」の名の下に

過重労働による健康障害防止運動を実施しています。

　また、9月1日からのアスベスト製造等の全面禁止（代

替困難な一部の製品等を除く。）を定めた改正労働安全

衛生法施行令及び吹付けアスベストの封じ込め又は囲い

込み作業に係る措置等が追加された改正石綿障害予防

規則の施行等アスベストによる健康障害予防対策を推進

しています。

　産業保健関係者の皆様のご尽力により産業保健活動

がますます盛り上がりますことを祈念し、行政への更なる

ご支援をお願いしまして、ご挨拶とさせていただきます。

東京労働局長に就任して
東京労働局長　大槻 勝啓
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１．メタボリックシンドローム
     という 名称について

メタボリックシンドロームは、高血圧や高脂血
症、糖尿病などの疾患が内臓脂肪蓄積に伴なって互い
に重なり合って発症することが明らかになるに連れ
て、1999年にWHOの非感染性疾患サーベイランス部

（Department of Noncommunicable Disease Surveillance）
より非公式（WHO全体の公式なものではないという
趣旨？）ということわりの付いた報告書の中で診断基
準と共に提案された名称である1）。その報告書の中に、
この名称は概念として既に以前に提起されていたもの
であることを伺わせる記載があり、Zimmetの「シン
ドロームＸプラス」２）が「メタボリックシンドローム」

メタボリックシンドロームと
肝臓がん

角田 透

として引用されている。これはReavenの「シンドロ
ームＸ」３）に上体肥満（upper-body obesity）などを
加えた概念であり、メタボリックシンドロームの基軸
となる内臓肥満を指摘していることによるためと思わ
れる。

1930年代の中頃から主として糖尿病の研究者の間で
非インスリン依存性糖尿病（NIDDM）の病態に関し
ての議論が続けられてきた。特に高インスリン血症、
インスリン抵抗性、循環器疾患発症リスク、および高
血圧との関連について議論が盛んに行なわれており、
その流れの中においてさまざまな名称や考え方が提案
されており（そのかなりの部分はマルチプルリスクフ
ァクター症候群と一括できる）、このシンドロームＸ

①

杏林大学医学部 衛生学公衆衛生学
東京産業保健推進センター 産業保健相談員
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プラスはその後期にあるもののひとつである。産業保
健の立場からは名称についての議論は本旨ではない
が、疾患概念についての議論の中でのこととなると興
味深いものがある。

２．わが国でのメタボリック
      シンドロームの診断基準

おそらく人種や風習、生活様式や文化の違いなどに
起因するものと思われるが、タボリックシンドローム
には国際的に統一された診断基準はない。

読者諸兄のご存知の通り、わが国においてはメタボ
リックシンドロームの診断基準は昨年（2005年）の日
本内科学会総会(大阪)において内科系の８学会合同と
いう形で公表された４）。

具体的には図1に示すように、①内臓脂肪蓄積：
腹囲が男性で85cm以上、女性では90cm以上、②血
圧高値：収縮期血圧で130 mmHg以上、拡張期血圧
85mmHg以上のいずれか、又は両方、③高血糖：空腹
時血糖値が110mg/dl以上、④血清脂質異常：中性脂
肪が150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未
満のいずれか、又は両方、において、①の内臓脂肪蓄
積に加えて、②の血圧高値、③の高血糖、および④の

血清脂質異常のうち2つ以上、というのが条件となっ
ている。

但し、この診断基準の決定に際して多くの検討がな
されたとされているが、一部に異論もあるようで、今
後の知見の積み重ねに伴ない、リスクの大きさの評価
法も含めて議論が続く可能性があるように思われる。

メタボリックシンドロームは内臓脂肪の蓄積に伴な
って発生する複数の生活習慣病の複合した病態とされ
ているが、前述したようにその考え方はマルチプルリ
スクファクター症候群として総括して呼ばれていた

「シンドロームＸ」３）や「死の四重奏」５）、「内臓脂肪
症候群」６）と同様のものである。これらには高血圧、
糖代謝異常（インスリン抵抗性上昇、高血糖、耐糖
能異常）、高脂血症（高コレステロール、高中性脂肪、
低ＨＤＬコレステロール）および肥満が含まれており、
厳密な定義は異なるが、類似の病態であることに異論
はないものと思われる。

3．NASHとNAFLD
一般に、肥満、高脂血症には脂肪肝が緊密に関連す

るものであり、メタボリックシンドロームの別名（内

図１わが国におけるメタボリックシンドロームの診断基準

●腹囲が　男性で　　85cm以上
　　　　　女性では　90cm以上

① を必須として、

●収縮期血圧　130mmHg 以上
●拡張期血圧　85mmHg   以上
のいずれか、又は両方

●空腹時血糖値　110mg/dl 以上

●中性脂肪　150mg/dl 以上
●HDLコレステロール　40mg/dl 未満
のいずれか、又は両方

右
の 

② 

③ 

④ 

の
う
ち
の
ふ
た
つ

② 血圧高値：

③ 高血糖：

④ 血清脂質異常：

① 内臓脂肪蓄積：
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臓脂肪蓄積症候群）からも明らかなとおり肝臓での表
現形は脂肪肝として現れているものと思われる。従来、
脂肪肝は可逆性の変化であり、比較的予後の良好な疾
患として理解されていたが、慢性アルコール中毒や糖
尿病などで肝細胞の壊死や炎症性変化（炎症像）を伴
なう脂肪肝は慢性に進行して肝硬変にまで進展するこ
とが認められるようになってきた。

この進行して行く脂肪肝の一部を対象として、
steatosis（ 臓 器 内 で の 脂 肪 蓄 積 ） と non-alcoholic

（病因と考えられるほどの飲酒歴を欠く）を診断基
準とする非アルコール性脂肪性肝炎（non-alcoholic 
steatohepatitis, NASH）という疾病概念が Ludwig ら
により提唱されるに至った７）。

一方、いわゆる予後のよい単純脂肪肝から一部は肝
硬変にまで進展する慢性、進行性のNASHまでの幅
広い疾患概念として non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD)がある。これはインスリン抵抗性を基盤と
して、さまざまな代謝障害の結果生じた脂肪肝を初発
の病態としており、その原因としてアルコールや感染、

先天性代謝障害や薬剤性肝障害ではないものを指して
いる。

す で にThaler ８） やAlder ９） ら は Ludwig の 提
唱以前に肝の障害は脂肪肝（fatty liver）から fatty 
hepatitis (脂肪肝の肝炎)となり、さらにfatty fibrosis 
(脂肪肝からの線維化)、ついには fatty cirrhosis （脂
肪肝からの肝硬変）とすすむことのあることを報告し
ており、NAFLDは考え方としては新しい概念とは言
い難い面もある。

病態の進行の機作について詳細は未だ不明である
が、現在 two hit theory と呼ばれる考え方が広く支持
されている。単純性脂肪肝の成立までをfirst hit とし、
そこに second hit として酸化ストレスが加わることに
より炎症性反応が惹起され肝炎、肝硬変と進行すると
いう考え方である10）。もともとtwo hit theory は病態
生理領域での病態進行を説明する考え方としてよく利
用されるので要注意であるが、NASHについてはこの
ように説明されている。

いわゆる単純脂肪肝は良性、可逆性のものであるが、

①
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その一部は慢性的な経過のうちに肝硬変まで進展して
しまうとすれば、次の変化は肝臓がんとなる。ヒトに
ついてのNASHからの肝臓がんへの進行はエビデンス
に乏しいようであるが、アルコール性肝障害が肝硬変、
肝がんまで進展することは周知のことであり、非アル
コール性の肝障害もおそらく類似の機序により同様に
経過する、という可能性について否定することはでき
にくく、健康管理・保健指導の立場にある者としては
しっかりと心しておかなければならないことである。

現実に健康診断や人間ドックでの現場では、かなり
の比率で肥満した飲酒量の多くない肝機能異常者が認
められ、その一部はNASHとして進行して行く可能性
があるといえる。

4．産業保健の現場での留意事項
　現代社会は寡運動・過栄養により象徴される。私

たちを取り巻く環境において、この状態から脱却する
には極めて難しいものがある。特に都市生活者にとっ
ては、公共の交通機関による移動であっても身体的な
負担をなるべく軽減するような工夫が当たり前の状況
となっている。駅構内ではエスカレータやエレベータ、
駅前からの移動には多数のタクシーがスタンバイ状態
という、空間的な移動に関しては実に便利なシステム
が準備されている。

また、わが国においては長い平和と巧みな外交政策
のお蔭で安定した食料供給が継続されており、市場に
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図2 メタボリックシンドロームと関連疾患、関連診療科
　　 （国立国際医療センター  メタボリックシンドローム情報 より転載）
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は食品が溢れかえっている。それも、流通システムが
工夫されているせいか、実に安価に大量に供給されて
いる。こうした環境に取り囲まれている我々が過食・
寡動となってしまうのは止むを得ないといえばそれま
でであるが、この「環境問題」が実際の指導の現場で
はかなりのネックではないかと思われる。

産業保健の現場ではこのようなことを論っても詮無
いことである。大事なことは、現実の問題としてメタ
ボリックシンドロームに罹患している労働者をどのよ
うに診て行くかである。参考までに国立国際医療セン
ター研究所から公表されている「メタボリックシンド
ロームを構成する疾患群と合併する疾患群、および診
療科」と題する図を図2として示した。図を見れば明
白であるが、非アルコール性脂肪肝炎の他にも深部静
脈血栓症、多嚢胞性卵巣症候群、骨粗しょう症なども
示されており、従来より肥満に直接的に関わるものと
して、高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症、虚血
性心疾患、脳血管疾患等があったが、近年話題となっ
ている睡眠時無呼吸症候群と共に現場では相応に留意
しなければならないものであることが理解できる。

なお、最近の内科系の総合誌にNASHやNAFLDを
特集したものが少なくなく詳しい総説的な知識を得る
にはそれらを参考にされたい11－15）。

5．まとめ
諸兄姉のよくご存知のように、わが国では５年前（平

成13年）より、労災保険による２次健診等給付の制度
が定められ、１次健診での ①血圧の測定、②血中脂質
検査、③血糖検査、④肥満度の測定 において異常の所
見があると産業医により認められたときに受診者の負
担無く２次健診が受けられる仕組みとなっている（図
3参照）。この制度は当該疾患で治療を受けていること
が確認されると、給付の対象とならないので、運用上
の難しい面があるが、このような制度の活用も頭に入
れて、良性、可逆性のうちに脂肪肝を留め、肝硬変、
肝がんへの進展を予防することが産業保健の現場でも
極めて肝要なことであり、読者諸兄姉の益々の頑張り
が期待されているものと思われる。
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睡眠障害の話題
山寺 博史

はじめに
平成９年度厚生白書では1984年から1993年にかけ

て睡眠障害による外来推計患者は約2.3倍に増加して
おり、全国の一般住民を対象とした疫学調査でも国民
の23%が睡眠による休養が不十分と回答している。ま
た、睡眠障害によるわが国の経済損失は年3兆5千億
円にも達すると推測されている。このように睡眠障害
者は近年増加の一歩をたどっており、その経済的損失
も含めてかなりの社会的問題となっている。

睡眠障害の分類
睡眠障害の分類も細分化されている。1990年版の睡

眠障害の国際分類 (The international classification of 
sleep disorder, ICSD) の分類を世界的に用いていたが、
昨年そのICSDの改訂版としてICSD-2が出版された。

表1はこの国際分類表を簡略化したものである。

表１ 睡眠障害の国際分類
（The International Classification of Sleep 
Disorders, ICSD-2） 2005年度版の概略　

1）不眠症
2）睡眠関連呼吸障害
3）中枢性過眠症、慨日リズム障害や

睡眠関連呼吸障害によらない他の原因による
夜間睡眠障害

4）概日リズム障害
5）睡眠時随伴症
6）睡眠関連運動障害
7）孤立症症候、明らかに正常から逸脱しているが

不明事項
8）他の睡眠障害

追補　A 内科疾患に関連する睡眠障害
追補　B 精神疾患に関連する睡眠障害

朝、望む時間帯に起きられず、会社に行けない、学
校に行けないということで受診される方が目立つよう
になった。これは、概日リズム障害（睡眠・覚醒リズ
ム障害）によることが多い。したがって、まず、概日
リズム障害について解説する。

概日リズム障害の診断と治療
概日リズム睡眠障害は睡眠覚醒リズム障害として表

2の如く下位分類される。

表2  概日リズム障害

睡眠相後退型
睡眠相前進型
不規則睡眠・覚醒型
フリーラン型
ジェット時差型
交代勤務型
病的状態に起因する
他の概日リズム睡眠障害（特定不能）
薬物や物質に起因する

睡眠相後退型
具体的には、なかなか入眠できず一定の時間（８時

間など）寝ないと覚醒できない。途中周りの人がどん

杏林大学医学部 精神神経科学教室 助教授
東京産業保健推進センター 産業保健相談員
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なに起こそうとしても覚醒せず、たとえそれに対して
反応してもあとで記憶がなく、時にはあたかも反抗す
るかの如く物を投げるなど暴力行為を呈することがあ
る。もうろう状態に近い意識障害の状態である。

この睡眠相後退症候群に対する治療法には2500〜
3000luxの白色光を用いる。これを高照度光療法とい
う。朝、覚醒したい時刻の１時間前に照射する。その
他の治療法としては毎日入眠時間を1時間ずつずらし
て行く。これを時間療法という。超短時間作用型の睡
眠薬を望むべき入眠時間前に投与する薬物療法もあ
る。また、時間療法と併用することもある。ビタミン

B12（methyl cobalamin）を1日量1.5〜3mgを分三で
投与し効果的なことがある。これは、後述するフリー
ラン型を呈する盲目の少女にビタミンB12を投与し著
明に睡眠・覚醒リズムが改善した報告があり、本邦で
も偽薬を用いた二重盲験法による治験が行われた。し
かし、残念ながら、その概日リズムに対する有効性は
有意ではなかった。

最近では、メラトニンの有効性が諸外国から報告さ
れ、日本でも全国的なレベルでのメラトニンの効用の
研究の有効性が報告がされている。2005年7月にアメ
リカでメラトニン受容体作動薬が上市されており、日

図1. 睡眠相後退型
18歳の受験生の睡眠覚醒リズム表であ
る。横軸は2日を表している（ダブル
プロッター法）。黒く塗りつぶした所は
熟睡しており、灰色部分はうとうとし
ていることを示している。入眠時間と
覚醒時間がほぼ一定の時間遅延してい
る睡眠相後退型である。この症例は午
前2時から4時頃入眠し、午前8時から
12時頃覚醒している。
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本でも現在治験がおこなわれている。
この型とは逆に睡眠相が前進しているタイプがあ

る。朝早く起きて、夕方早く寝るタイプである。この
タイプは社会生活や日常生活には著しく支障をきたさ
ないので、ほとんど治療の対象にはならない。

入眠時間や覚醒時間がまったく不規則に出現する場
合は不規則睡眠・覚醒型と診断する。この治療も睡眠
相後退型のそれと同じである。

フリーラン型
一般人の日常の生活リズムは地球の自転の24時間に

合わせており、これを同調作用というが、この状態は
あたかもその同調作用が働かず、人間の持っている固
有のリズムで睡眠・覚醒リズムが出現しているようで

ある。実際、感覚を遮断した状態で自由に生活させる
とほぼ半数の人は、24時間の概日リズムではなく25時
間やそれ以上の概日リズムを呈する。

治療は睡眠相後退型に準じる。
ジェット機の海外渡航などで一過性に出現する場合

はジェット時差型 （時間ボケ症候群）であり、ほぼ1
週間で回復する。時差が5時間以上だと時差ぼけが生
じる。サンフランシコから成田といった西行旅行の方
が成田からサンフランシコに飛ぶ東行旅行より時差ぼ
けはおこりにくい。したがって、世界旅行の際には西
周りの方が体に良いとされる。

ジェット時差型の治療は睡眠相後退型に準じる。
タクシー運転手や看護婦などのシフトワークによっ

て生じる睡眠覚醒リズム障害は交代勤務型といい、治
療には睡眠相後退型に準じるが、数日に１日は朝起き
て夜間は寝る普通の睡眠・覚醒パターンをおくること
が体には良い。

図2. フリーラン型 
32歳の男性のフリーターの睡眠
覚醒リズム表である。横軸は2日
を表している。黒く塗りつぶし
た所は熟睡しており、灰色部分
はうとうとしていることを示し
ている。下線の矢印は床につい
ていることを表す。毎日入眠時
間と覚醒時間が少しずつ遅延し
ているフリーラン型である。

特集②
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フリーラン型や睡眠相後退型や不規則睡眠・覚醒型
を治療して経過をみているとフリーラン型が睡眠相後
退型に移行したり、逆の経過をたどったりとこの3群
のなかで移行が認められることがある。これらの診断
に困難をきたすことがある。

睡眠覚醒リズム障害の成因
睡眠・覚醒リズム障害の成因としてメラトニン分泌

異常が示唆されている。このメラトニンの薬理作用に
ついて概略する。メラトニンはセロトニンの代謝産物
である。さらにメラトニンは肝臓のP-450 により代謝
され尿や便から排泄される。メラトニンのリズムは光
によって調整されている。人ではメラトニンは午後7
〜8時から血中濃度が上昇し始め夜間で最高値を示し、
朝の5〜8 時から下降し始め日中最低値となる。メラ
トニンの光感受性の閾値は200〜400lux（日常の蛍光
灯照明下）といわれており、600lux以上ではメラトニ
ンの分泌は抑制される。

このメラトニン分泌の異常が概日リズム障害説の妥
当性の有無については諸説があり結論はでていない
が、メラトニンが概日リズム障害となんらかの関連が
あることは確かであろう。したがって、早朝日光浴を
することは日中のメラトニンの分泌を抑制し、その反
動として夜間にはメラトニンの分泌が促進され入眠し
やすくなることが可能である。また、そのメラトニン
の受容体についても研究が進みメラトニン1受容体と2
受容体があり、前者が睡眠と関連があることが判明し
てきた。

わが国では、メラトニンの販売は許可されておらず、
メラトニンの乱用という段階までにはいたっていない
が、インターネットでの個人輸入やアメリカからのお

みやげなどにより容易に入手しやすくなっている。
メラトニンは人の生死に直接関わるような重篤な副

作用報告はないが、多量長期間投与は動物実験では生
殖器官の萎縮が報告されている。メラトニンの代謝産
物はけいれん作用や神経毒の作用がある。心冠動脈疾
患のリスクファクターが存在するという報告もある。
非ステロイド系抗炎症剤によって潰瘍が形成されやす
いがメラトニンはそれを悪化させやすいとも言われて
いる。メラトニンは耐糖能にも影響するといわれてい
る。

最近、メラトニンの大量服薬に関して報告もみられ、
メラトニンの急性中毒は1955年以前には皆無であった
が、1996年から急激に増加している。したがってメラ
トニンの服用に際しては十分の注意が必要とされる。

また、概日リズム障害は遺伝子の異常が関与してい
ることが分かってきている

概日リズム障害以外の睡眠障害

精神生理性不眠

「夜眠れなかったらどうしよう」と思うと、更に入
眠できなくなる。あげくの果ては、「夜が怖い」とま
で言うときがある。治療法としては、抗不安薬や睡眠
薬および不安感を取り除くような精神療法をおこな
う。

不適切な睡眠衛生

頻繁な昼寝、不規則な就床時間や起床時間、過剰に
布団やベットで横になっている時間、日常的なアルコ
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ール、ニコチンやカフェインを含む飲料の摂取、特に
入床時間前の摂取、精神的なストレス、身体的な興奮
や感情的に興奮する行動を入床時間直前にとること、
テレビを見る、読書をする、勉強をする、軽食をとる、
考え事をする、計画を練るなど等に布団やベットを使
うことなどは、不眠症の原因となる。これらを改善す
ることにより、睡眠障害は改善される。

精神障害による不眠

うつ病や神経症や統合失調症などの精神障害によっ
て不眠が起こる。精神障害の種類によって、睡眠障害
のパターンが違う。たとえば、うつ病では早朝覚醒に
よる睡眠時間の減少。神経症などでは、入眠困難や熟
睡感の消失などが認められる。精神障害を治療するこ
とが前提となる。適応障害などでは、休職することで
ストレスから開放され、不眠が改善されることがある。

呼吸に関連した睡眠障害

閉塞型睡眠時無呼吸症候群が多い。夜間、これによ
り覚醒し、十分な睡眠時間がとれず、日中過剰な眠気
が出現し、作業能率の低下や事故の原因となる。ま
た、高血圧などの循環器疾患などを誘発しやすい。夜
間ポリソムノグラフィーで検査し、必要ならば経鼻
式持続陽圧呼吸（Nasal  Continuous Positive Airway 
Pressure :n-CPAP）を用いる。

過眠

原発性過眠症はどんなに夜間睡眠をとっても日中眠
気が生じる。それを防ぐには、精神刺激薬を用いる。

行動誘発性不十分睡眠症候群

行動誘発性不十分睡眠症候群も最近多く認められ
る。残業などで絶対的に睡眠時間がとれなかったり、
夜遅く帰るので、すぐには寝付かれず睡眠時間が十分
に確保できない場合。また、睡眠衛生や概日リズム障
害や物質による睡眠障害にも係ることであるが、夜間
にたばこなどを多く吸うために覚醒度が増し、すぐに
は入眠できない。これらの場合には職場での勤務形態
や生活習慣を変更しない限り、特別な治療方法はない。

運動に関連した睡眠障害

レストレスレッグス症候群（むずむず脚症候群）と
は入眠時に下肢の裏側がなんとも言えない灼熱感があ
り入眠できなくなり、歩き回ることによって落ち着く。
それを繰り返すことにより睡眠が障害される。クロナ
ゼパム服用により症状は改善することが多い。周期性
四肢運動障害は周期的に体全体がピクつき、睡眠が妨
げられる状態である。レストレスレッグス症候群（む
ずむず脚症候群）や閉塞型睡眠時無呼吸症候群と合併
することが多い。治療法はレストレスレッグス症候群

（むずむず脚症候群）に準じる。

他に属さない症候、明らかに正常から逸脱し、
そして未解決な事項

長時間睡眠者とは最低10時間以上寝ないと、眠気が
日中に生じる人たちをいう。十分な睡眠時間をとらせ
ることが必須条件である。

以上、睡眠障害をトピックス的に解説したが、これ
らの多くは、職場での作業効率を低下させていること
が多いと考える。

特集② 睡眠障害の話題
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Q&A
Q

A

カウンセリング
東京産業保健推進センター 産業保健相談員  小 宮  恵 子

最近、若い社員から「職場の上司とうまくいっていない。もとも
と自分は人間関係が下手で、中学、高校時代はほとんど友達がい
なかった。職場ではほとんど話をしないし、相談できる人もいな
い。辞めたくなることもあり、つらい毎日だ。」と、職場の問診
の時に相談を受けました。どう指導したらよいでしょうか。

（ある保健師からの相談）

人という象形文字は２人の人が支え合ってできています。「人間」という言葉は「人
との間」、「人間関係」という言葉は「人と人との係わり」を表しています。「係わり」
とは、人がそこに単にいるだけではなく、個人と外的世界が結びつき相互関係をなし
ているということです。人は相互関係を持ってはじめて社会生活を営むことができる
のです。私達は人間関係を経て成長し、大人になるのです。

ところが、そういう経験をあまりしてこなかった、学習してこなかった未熟な人達
が今増えてきています。自分だけで生きてきたような顔をしたり、メル友のように本
当に狭い世界だけで生きてきた人達、他者との十分なコミュニケーションのないまま
大人になってしまった人達が社会生活をする上で挫折してしまうのは当たり前といえ
ます。

人は物事を自分中心に見たり感じたりするものです。人が出会えば、まずどちらも
自己中心的なところから出発します。次に相手の人の話をきく「傾聴」を交互に繰り
返す、これが話し合いということなのです。

こういう学習を十分してこなかった人達に今からでも経験させる、人間関係の練習
をしてあげるということを私のカウンセリングではよくします。相手がどんな気持ち
でいるかを傾聴する。そして相手の話を「あなたは～の気持ちなのですね。」と自分
の理解を伝えて、お互いに確認する。その確認の中でお互いの気持ちが近づきあって
いくことが話し合いで人間関係の基礎となるものなのです。この練習は一朝一夕で成
功するものではありません。気を長く付き合っていかなければなりません。

先日、以前にこういう学習をし、身につけた人が良き伴侶を見つけ、子供もいる
ということを知り、心からその人の成長を祝う機会がありました。みなさんも是非、
20分でも30分でも話し合う機会を持たれることをお勧めします。

ただ、人間関係に病的に敏感であったり、被害妄想的であったりする場合は、病気
の可能性がありますので、受診を勧めて下さい。念の為。
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Q 衛生管理者等の選任に関し新たな通達が出されたと聞き
ましたが、どのような内容なのでしょうか?

厚生労働省より本年3月31日付けで衛生管理者・衛生推進者（以下衛生管理者等という）
の選任に関し、二つの通達が出されました。

一つは、『自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて』
基発第0331004号で、ご承知のとおり、衛生管理者等の選任については、労働安全衛

生規則第7条第一項第二号及び第12条の3の規定により、その事業場に専属の者を選任す
ることとされ、昭和61年に施行された｢派遣法｣の施行通達においても、「派遣中の労働者
はその事業場に専属の者には該当しない」とされていました。今般の通達では『ところで、
各事業場の製造工程、作業方法など固有の危険有害要因を知悉していることは、衛生管理に
関して適切な措置を講ずる上で欠くことのできないことであるが、危険有害要因の少ない業
種において講ずべき衛生管理に関しての措置は、事業場の特性に左右される余地がほとんど
なく、事業場の特性まで熟知しない者であっても、適切に講じることが可能であるため、自
社の労働者以外の者であっても、一定の要件を満たす場合は、衛生管理者等として選任して
も差し支えないと考えられる。』としております。

そして、その『一定の要件』を、以下のように示しております。

1　事業主は、次のすべての要件
4 4 4 4 4 4

に該当する場合には、自社の労働者以外の者を衛生管理者
等として選任できるものであること。

（1） 事業場について、労働安全衛生規則第7条第3号のロに掲げる業種の事業場である
こと。（注1）

（2） 衛生管理者として選任する者について、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者
免許若しくは衛生工学管理者免許を有する者又は労働安全衛生規則第10条各号に
掲げる者（注2）であること。

（3） 衛生管理者として選任する者に係る労働者派遣契約又は委任契約（以下単に契約と
いう。）において、衛生管理者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、
その者が一定期間継続して職務に当ることが明らかにされていること。

としています。又留意すべきこととして

（1） 衛生管理者として行わせる具体的業務及び必要な権限の付与並びに労働者の個人情
報の保護に関する事項を契約において明記すること。

（2） 事業場の衛生に関する情報等衛生管理者の業務の遂行に必要な情報を、衛生管理者
として選任する者に対して十分に提供すること。

（3） 衛生管理者の能力向上に努めること。

が示されております。なお、衛生推進者については

「事業者は、1の（1）及び（3）の要件に該当する場合には、自社以外の者を衛生推進者
として選任することができるものであること。」としております。

A

労働衛生関係法令
東京産業保健推進センター 産業保健相談員  石 塚  宏

（注1）　その他の業種（第2種衛生管理者の選任で良いとされている業種）
（注2）　医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等
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二つ目は『分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の兼務について』基発第
0331005号で、近年多く見られるようになった企業の分社化の際の安全衛生担当者の選任に係る問
題で、分社化前の事業場の担当者が分社化した事業場の担当者を兼務出来るかというもので、これに
ついても、先に述べたように、安全管理者等（安全管理者、衛生管理者並びに安全衛生推進者及び衛
生推進者をいう。以下同じ）については、事業場ごとに専属の者を選任することとされていました。

今回の通達では「企業の分社化により、それまで一の事業場であったものが事業者を異にする二以
上の事業場に分割されることがあるが、このような場合には、従来の安全衛生管理のシステムやノウ
ハウが活用されるよう、安全管理者等の兼務を認めることが適当な場合がある。」とし、兼務しても差
し支えない場合の要件などを示しております。

まず、定義として『この通達においては、ある事業者の意思決定機関（株式総会その他財務及び営
業又は事業の方針を決定する機関をいう。以下同じ）を支配している事業者がある場合に、その支配
している事業者を「親事業者」といい、支配されている事業者を「子事業者」ということ。

なお、ある会社が、商法211条ノ2に規定する子会社（以下「子会社」という。）及び株式会社の
監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の2第4項に規定する連結子会社を有する場合におけ
る当該会社は「親事業者」に該当するものであること。』とした上で、要件として、
『親事業者の事業場の安全管理者等（専任の安全管理者又は衛生管理者を含む。）が子事業者の事業

場の安全管理者を兼ねる場合には、次の要件のいずれにも
4 4 4 4 4

該当するときは、それぞれ、事業場に専属
の者を専任しているものと認められるものであること。

（1） 子事業者の事業場が、親事業者の分社化に伴い、親事業者の事業場の一部が分割されたもの
であること。

（2） 親事業者の事業場と子事業者の事業場が同一敷地内にある、又は敷地が隣接していること。
（3） 安全衛生に関する協議機関が設置される等、分社化後も引き続き安全衛生管理が相互に密接

に関連して行われていること。
（4） 親事業者の事業場における事業の内容と子事業者の事業場における事業の内容が、分社化前

の事業場における事業の内容と比較して著しい変化がないこと。』としています。

さらに、留意事項として4点掲げております。

（1） 上記により親事業者の事業場の安全管理者等が子事業者の事業場の安全管理者等を兼ねるこ
とを認められた後、それぞれの事業場において別の安全管理者等を選任するに至った後は、
再び上記による兼務を行うことは認められないものであること。

（2） 親事業者及び子事業者は、安全管理者等としての業務の遂行に必要な情報提供を十分に行う
こと。なお、安全管理者又は衛生管理者については労働安全衛生規則上安全又は衛生に関す
る措置をなし得る権限を与えなければならないこととされていることに留意すること。

（3） 親事業者及び子事業者は、兼務を行う安全管理者等が安全衛生管理の対象とする労働者数に
ついて労働安全衛生規則の規定に適合するよう留意するとともに、安全衛生管理の対象とす
る事業場の数をその職務の遂行に支障を生じない範囲内とすること。

（4） 親事業者の事業場における安全管理者が子事業者の事業場の衛生管理者又は衛生推進者を兼
ねること及び親事業者の事業場における衛生管理者が子事業者の事業場の安全管理者を兼ね
ることは認められないものであること。
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労働者健康福祉機構
東京労災病院
勤労者予防医療センター

勤労者予防医療センターって・・・？
近年、定期健康診断の結果、特に「死の四重奏」と

もいわれている肥満、高血圧、高脂血症、高血糖の方
が多く見受けられます。　これら、いわゆる生活習慣
病は、放置しておくと職場におけるストレス等の要因
により「脳血管疾患」や「心臓疾患」を発症し、長時
間労働による「過労死」などの重大な事態を引起こす
危険性があります。　       

そこで、この危険を回避するため、「生活習慣病」
にならないよう、その予防に努める必要性が増してき
ました。

このような背景から 独立行政法人　労働者健康福祉
機構は、「生活習慣病を予防する」専門センターとして、
平成13年以降、９ヶ所の労災病院に「勤労者予防医療
センター」を設置してきました。

「予防医療」って
どんなことをしているの？

東京労災病院勤労者予防医療センターでは、次のよ
うなサポートをしています。

個別にサポート ※有料
●勤労者の方々を対象として、健康診断結果等に基づい

た健康管理のための健康相談、保健指導を行います。

こんな時は、お早めにご相談を！

◦不規則な生活、偏った食生活、運動不足の毎日だ。
◦自覚症状はないが、健康診断で標準値より高い項

目があった。
◦糖尿病の予防について知りたい。
◦肥満気味なので、なんとかしたい。
◦たばこを止めたいけど、止められない。         

生活指導
（保健師）

禁煙サポート（禁煙窓口 スワン来
楽部）・飲酒・休養（睡眠 等）な
どの生活習慣の改善やストレスコ
ントロールなど心身の健康づくり
をサポートいたします。

栄養指導
（管理栄養士）

生活習慣病を予防する外食メ
ニューの選び方、食べ方など
について指導します。

運動指導
（理学療法士）

腰痛・肩こり・目の疲れなど
に効果がある手軽にできる職
場での環境づくりや体操を指
導いたします。
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企業の健康づくりをサポート ※有料
●企業の健康づくりのご相談、保健指導、健康教育な

どをベテランの産業保健スタッフがサポートいたし
ます。

企業の皆様、こんな時はお気軽にご相談ください! 
定期的な訪問や出張もいたします!

◦どのように社員の健康づくりをすすめていけば
いいのか分からない。

◦健康診断はしたけれど、その後の保健指導って
どうすればいいの?

研修会・出張セミナー  ※有料
●医師、保健師等、産業保健スタッフのスキルアップ

研修や事業場の皆様に向けての出張研修も行ってい
ます。

たとえば、こんなテーマで・・・

◦職場の喫煙対策、禁煙サポート
◦生活習慣病予防(生活・栄養・運動指導)について
◦健康診断結果の見方、活かし方について
◦メンタルヘルス対策について

以下は無料で実施しています。
お気軽にご利用下さい。

                                     
《健康電話相談》

職場のストレスや過重労働、食生活、喫煙、飲酒な
どの生活習慣による健康障害は起きていませんか？　

企業、従業員、家族の方からの健康 に関するご相談
を保健師がお受けします。

フリーダイヤル ０１２０－６６５－７８７  
受付日時：水曜日（祝日を除く）16：00 〜 20：00
　　　　　土曜日（祝日を除く）13：00 〜 18：00   

《勤労者 心の電話相談》
「心」も「身体」と同じように疲れを感じたり、病

気になることもあります。         
自分ひとりで悩まずに、まずは打ち明けてみること

から始めませんか。

TEL ０３－３７４２－７５５６
受付日時：月〜金曜日（祝日を除く）14：00 〜 20：00 

《勤労者メンタルヘルスに関する相談窓口》
※要予約

勤労者の方の職場の人間関係や仕事についての悩み
のご相談や、職場の管理者がお困りのケースのご相談
を、産業カウンセラーが対面にてお受けします。

まずは、お電話にてご予約を。

TEL ０３－３７４２－７５５６
※予約は上記の《勤労者　心の電話相談》で受付して
　います。
面談日時：木・金曜日（祝日を除く）16：00 〜 18：00

川崎駅 蒲田駅 

京急川崎 京浜急行

東京モノ
レール

至 
羽田
空港至 

羽
田

多
摩
川

京急蒲田

第一京浜国道

平和島 大森海岸

JR 京浜東北線

東口 東口
大森駅 

環
状
7
号
線

平和島 京浜病院

 東京湾

森ヶ崎
公園

バス停
森ヶ崎

大森
警察署北糀谷

交差点

昭和島

大鳥居

環
状
8
号
線 

産業道
路

至 川
崎

東京労災病院

ACCESS
●JR「大森駅」東口から
   京浜急行バス②番「森ヶ崎行」で約20分
●京浜急行「平和島駅」から
   京浜急行バス「森ヶ崎行」で約10分
●JR「蒲田駅」東口から
   京浜急行バス⑤番「森ヶ崎行」で約30分　
すべて、終点「森ヶ崎」下車

〒143-0013 東京都大田区大森南4-13-21
TEL03-3742-7301　FAX03-3744-9310
ホームページ http://www.tokyoh.rofuku.go.jp
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JR田町駅

三田
警察署

産業安全
会館

みずほ
銀行

森永
プラザビルJTB

三田口

札の辻

第一京浜 国道15号線

地下鉄
都営浅草線・三田線

←品川 浜松町→
女性と仕事の未来館

A1
地下鉄出口

三田駅
入
口

厚生労働省委託事業
産業医等産業保健スタッフのための

母性健康管理研修会
平成18年12月5日 火　13：30〜17：20

お問い合わせ先
東京産業保健推進センター
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-3
日比谷国際ビル3F
Tel：03-3519-2110
Fax：03-3519-2114

男女雇用機会均等法では、事業主に対して、妊娠中及び出産後の女性労働者に必要
な母性健康管理の措置の実施を義務付けています。

産業医、医師、保健師、助産師、看護師、衛生管理者、機会均等推進責任者等の産
業保健スタッフのみなさまに、母性健康管理について知識を深めていただくために、「母
性健康管理研修会」を開催いたします。みなさまのご参加をお待ちしております。

参 加 費　無料
募集人数　250人（うち産業医・医師100人）

会場のご案内

❶ ◦管内の働く女性の現状
 ◦男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
 ◦労働基準法における母性保護規定

東京労働局雇用均等室長　金崎 幸子

❷ ◦母子保健の理念
 ◦妊娠中の症状等に対応する措置

東京産業保健推進センター相談員　落合 和彦

❸ ◦職場における妊産婦の健康管理と
　 　産業医等産業保健スタッフ等の役割

労働衛生コンサルタント事務所オークス 所長 竹田 透

※研修会終了後、母性健康管理に関する
　相談を受け付けます。

内容

主 催：東京産業保健推進センター
共 催：社団法人 東京都医師会
後 援：社団法人 日本医師会
　 　   財団法人 女性労働協会

受講希望されます方へ 

※右票の枠内に必要事項をご記入の上、FAXでお申し込み下さい。受付後、センター使用欄に受付番号を
ふり、FAXにて返信させていただきます。このため、FAX番号は申込書受理確認票の返信先番号をご記
入ください。    

※申込書一枚につき一名のみの記入としてください。（複数名受講希望の場合はコピーして申込ください。）    

※定員になり次第、受付は終了しますので予めご了承ください。（その場合、センター使用欄に『受付終了』
と記入し返信いたします。）

※本研修会は日本医師会認定産業医制度における産業医研修会として指定を受けており、受講された方は
基礎後期研修３単位または生涯更新研修１単位・専門研修２単位を取得できます。

※この申込票は入室時に受付へご提出願います。

※産業医・医師の方は退室時に受付で単位シールをお渡ししますので、再度申込票を受付へご提出願います。



FAX 送信先：03-3519-2114

受講者
氏　名

フリガナ

連絡先
TEL

FAX 

〒勤務先
住　所

産業医
資　格

センター使用欄

勤務先名

産業医・医師の方

医師以外の方

受講者
氏　名

フリガナ

連絡先
TEL

FAX 

〒

数字に○をお付けください。

母性健康管理研修 申込票　（医師以外の方）

勤務先
住　所

職　種
1.  保健師     2.  看護師     3.  機会均等推進者

4.  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

センター使用欄

勤務先名

母性健康管理研修 申込票　（産業医・医師）単位引換票

産業医
番　号

所属医師会名
又は、
非会員とご記入
ください。

東京さんぽ 21　No.31 • 19

母性健康管理研修会 申込票
平成18年12月5日 火 13：30〜17：20　女性と仕事の未来館

有　　・　　無

第　　　　　　　　　号



送信先：03-3584-5426
□ 過重労働・メンタルヘルス対策及び健康情報保護に関する研修会
□ 精神科医等のための産業保健研修会

認定産業医手帳発行元
都道府県医師会名

受講者
氏　名

ふりがな 性　別 男　・　女

年　齢

連絡先

TEL FAX 

1.  有り     2.  無し認定産業医資格の有無

〒

ご案内 

■ 申込方法　インターネット（http://www.zsisz.or.jp）又はFAX（下記の申込書に必要事項を記入）にてお申込ください。
■ 申込期限　定員まで先着順に申込受理いたします。なお定員に達しない場合でも開催日の7日前を申込期限といたします。
■ そ の 他　駐車場及び昼食はご用意できませんのでご注意ください。
■ お申込み・お問合せ先

財団法人 産業医学振興財団 企画課・事業課 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-5-1 東邦ビル 3 階
TEL. 03-3584-5421  FAX. 03-3584-5426

（　自　宅　・　勤務先　）いずれかに○をしてください。

申込書
いずれかに✓をしてください。
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■ 主　催　（社）東京都医師会
 （財）産業医学振興財団
■ 対　象　日本医師会認定産業医制度における産業医

の資格を有する医師及び産業医の資格を
取得しようとする医師

■ 定　員　250 名
■ 参加費　無　料

■ 会　場 日本教育会館 8 階  第一会議室
■ 研修時間・内容　（平成19年1月28日（日） ）
 ◦ 14 : 00 〜 15 : 30　過重労働対策の進め方
 ◦ 15 : 40 〜 16 : 40　面接指導の手法
 ◦ 16 : 50 〜 18 : 20　メンタルヘルス対策の進め方
 ◦ 18 : 30 〜 19 : 00　個人情報保護法の施行に伴う
　　　　　　　　　　 健康情報の保護

■ 主　催　（社）東京都医師会
（社）日本精神科病院協会
（社）日本精神神経科診療所協会
東京都精神神経科診療所協会

（財）産業医学振興財団
■ 対　象　精神科、精神神経科及び心療内科の医師
■ 定　員　30 名程度
■ 参加費　無　料

■ 会　場　  日本教育会館 7 階  703 号室

■ 研修時間・内容　（平成19年1月28日（日） ）
 ◦ 13 : 20 〜 14 : 50　産業保健概論　過重労働
　　　　　　　　　 　メンタルヘルス対策等
 ◦ 15 : 00 〜 16 : 30　メンタルヘルス事例研究

なお、この研修会は日本医師会認定
産業医制度における指定研修会とし
て申請中です。

（基礎研修（後期研修 4.5 単位）・生涯
研修（更新研修 4.5 単位））

なお、この研修会は日本医師会認定産
業医制度における指定研修会として申
請中です。

（基礎研修（後期研修 3 単位）・生涯研
修（専門研修 3 単位））

平成19年1月28日（日）  日本教育会館

労働者の過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘル
ス対策の適切な推進のため、また個人情報保護法の趣旨に
沿って適正に労働者の健康情報を取り扱うために、産業医等
の医師の方々を対象にこれらの課題を理解していただく標記
研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。

精神科医等の先生方を対象として、事業場の状況、労働者の
状況、労働衛生対策の実状等、産業保健についてご理解いた
だくための研修会を下記により開催いたしますので、ご案内
いたします。

過重労働・メンタルヘ
ルス対策及び健康情報
保護に関する研修会

精神科医等のための
産業保健研修会

厚生労働省委託事業
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研修案内 平成１８年11月〜平成１9年１月

18年度のメンタルヘルスのシリーズは、受講する順番に関係なく、同一レベル内の①～④全て受講
されると修了証を発行いたします。また、16 ～ 17年度実施分の①～④の中で、未受講の研修がある
方は、18年度で該当している研修を受講されると、修了証を発行いたします。

各種研修共通事項

認定産業医研修 （基礎研修は実施しておりません。認定証をお持ちの産業医のみが対象の研修です。）

研修コード 月　日 時　間 テーマ 講　師 単　位 定 員

9103027

11 月 6 日（月）

13:30 〜 14:45 ①メンタルヘルス関係法令・判例・概論（上級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 炭 山　 隆 生涯･更新１

申請中 60

9103028 15:00 〜 17:00 ④うつ予防対策・自殺予防対策（上級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 山寺　博史 生涯･専門２

申請中 60

9103029 11 月 11日（土） 13:30 〜 16:30 作業環境測定方法
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

岩 崎　 毅
市川　英一

生涯･実地３
申請中 24

9103030

11 月 13 日（月）

13:30 〜 14:45 ①メンタルヘルス関係法令・判例・概論（上級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 石 塚　 宏 生涯･更新１

申請中 60

9103031 15:00 〜 17:00
②メンタルヘルス指針・健常者に対する対応・体制づくり等
　（上級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

森崎美奈子 生涯･専門２
申請中 60

9103032 12 月 9 日（土） 13:30 〜 16:30 作業環境測定方法
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

岩 崎　 毅
市川　英一

生涯･実地３
申請中 24

9103033 12 月 11日（月） 14:30 〜 16:30 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援
～職場における心の健康づくり～ 長尾　博司 生涯･専門２

申請中 60

9103034 12 月 14 日（木） 15:00 〜 17:00 アスベスト関連疾患の胸部画像の読影実習
※過去の症例を検討し、鑑別診断の読影実習を実施します。

三浦溥太郎
宇佐美郁治

生涯･実地２
申請中 30

9103035 12 月 25 日（月） 14:30 〜 16:30 母性健康管理 ～妊娠中の症状等に対応する措置～
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

落合　和彦 生涯･専門２
申請中 60

9103036  1 月 10 日（水） 14:30 〜 16:30 健康診断事後措置の具体的事 ～ケースカンファレンス～
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

竹 田　 透 生涯･実地２
申請中 30

9103037  1 月 19 日（金） 18:00 〜 21:00 作業環境測定方法
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

岩 崎　 毅
市川　英一

生涯･実地３
申請中 24

9103038

 1 月 25 日（木）

13:30 〜 14:45 過重労働による健康障害防止　～関係法令・通達～
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

石 塚　 宏 生涯･更新１
申請中 60

9103039 15:00 〜 17:00 過重労働による健康障害防止 ～エビデンス・具体的措置事例～
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

内田　和彦 生涯･専門２
申請中 60

9103040  1 月 29 日（月） 14:30 〜 16:30 職場巡視の進め方と事後措置
～労働者の健康の保持・増進を図るために～ 野田　一雄 生涯･専門２

申請中 60

※当センターが主催する研修会は、すべて無料で受講できます。また、産業保健活動に携わる皆様へ専門スタッフ
（産業保健相談員）による窓口相談や産業保健に関する図書・ビデオ等の貸し出しを無料で行っております。
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研修案内

研修コード 月　日 時　間 テーマ 講　師 単　位 定 員

9203026 11 月 22 日（水） 14:30 〜 16:30 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援
～職場における心の健康づくり～ 桂 川　 修 一 Ⅳ - １-（３）

申請中 60

9203027 11 月 28 日（火） 14:30 〜 16:30 生活習慣病からメタボリックシンドロームへ
～内臓脂肪は過労死のはじまり～ 土 屋　 譲 Ⅳ - ３-（２）

申請中 60

9203028

11 月 30 日（木）

13:30 〜 14:45 ①メンタルヘルス関係法令・判例・概論（中級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 石 塚　 宏 Ⅲ - ７-（１）

申請中 60

9203029 15:00 〜 17:00
③メンタルヘルス指針・非健常者に対する対応・復職判定等
　（中級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

大 西　 守 Ⅳ - ３-（４）
申請中 60

9203030 12 月 7 日（木） 14:30 〜 16:30 過重労働による健康障害防止
～チェックリストにおける産業保健スタッフの役割～ 北 條　 稔 Ⅲ - ３-（２）

申請中 60

9203031 12 月 20 日（水） 14:30 〜 16:30 感染症の基礎知識
～話題の感染症と職場における予防対策～ 中 館　 俊 夫 Ⅲ - １-（３）

申請中 60

9203032 12 月 22 日（金） 14:30 〜 16:30 職場における運動指導の理論と実際
～新しい運動指針を中心に～ 下 光　 輝 一 Ⅳ - ３-（１）

申請中 60

保健師・看護師研修（実力アップコース）※産業看護基礎コース・短縮Ｎコース未修了者でも受講可。

研修コード 月 日 時 間 テーマ 講 師 定 員

9503039 11 月 7 日（火） 14:30 〜 16:30 ＶＤＴ作業による健康障害防止とその予防対策
～事例検討を含む～ 香川　　順 60

9503040 11 月 8 日（水） 14:30 〜 16:30
「元気な職場づくり」
～管理者の行うこころの健康づくり対策～
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

岩舩　展子 60

9503041 11 月 9 日（木） 14:30 〜 16:30 生活習慣病の基礎知識
～メタボリックシンドロームを含む～ 加藤　雅治 60

9503043 11 月 27 日（月） 14:30 〜 16:30 シリーズ：職場のメンタルヘルス活動の考え方③
～メンタルヘルス活動における二次予防～ 小宮　恵子 60

9503045
12 月 13 日（水）

13:30 〜 14:45 ①メンタルヘルス関係法令・判例・概論（初級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 炭山　　隆 60

9503046 15:00 〜 17:00 ②メンタルヘルス指針・健常者に対する対応・体制づくり等 （初級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 岩舩　展子 60

9503047 12 月 18 日（月） 14:30 〜 16:30 シリーズ：職場のメンタルヘルス活動の考え方④
～職場復帰とフォローアップ～ 遠藤　俊子 60

保健師・看護師研修（ひとり職場の産業看護職限定）※単位等の取得はできません。

研修コード 月　日 時　間 テーマ 講　師 定 員

9203025 11 月 17 日（金） 14:30 〜 16:30 “新企画”　ひとり職場の産業看護職の集い⑤
～メンタルヘルスの一次予防～ 錦 戸　 典 子 30

9203033  1 月 15 日（月） 14:30 〜 16:30 “新企画”　ひとり職場の産業看護職の集い⑥
～メンタルヘルス事例へのかかわり方～ 遠 藤　 俊 子 30

人事・労務・衛生管理者研修 ※単位等の取得はできません。
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平成１８年11月〜平成１9年１月

研修コード 月 日 時 間 テーマ 講 師 定 員

9503042 11 月 10 日（金） 13:30 〜 16:30 ＡＥＤ研修　〜自動体外式除細動器を用いた救急蘇生法〜
※実技をおこないますので、動きやすい服装でご参加ください。 伊集院 一成 30

9503035

11 月 15 日（水）

14:30 〜 15:40 海外勤務者のための健康管理セミナー ①「海外勤務者の健康管理」
（JOHAC 海外勤務健康管理センター 所長代理） 濱田　篤郎 60

9503036 15:40 〜 16:50 海外勤務者のための健康管理セミナー ②「感染症対策」
（JOHAC海外勤務健康管理センター 研究情報部副部長） 奥沢　英一 60

9503037

11 月 20 日（月）

14:30 〜 15:40 海外勤務者のための健康管理セミナー ③「生活習慣病対策」
～リスクに応じた対応を～（JOHAC海外勤務健康管理センター 健康管理部） 大塚　優子 60

9503038 15:40 〜 16:50 海外勤務者のための健康管理セミナー ④「メンタルヘルス対策」
（JOHAC海外勤務健康管理センター 研究情報部副部長） 津久井　要 60

9503044 12 月 7 日（木 18:00 〜 20:00 産業保健スタッフと外部精神科医等との連携の仕方
～講義とディスカッションを通して外部精神科医等との連携の仕方を考えます。～ 深澤　健二 20

対象者を限定しない共通研修 ※単位等の取得はできません。

「海外勤務健康管理センター（JOHAC）」は設立以来、海外における衛生状態、医療環境、感染症等の予防策など健康管理
についての現地情報を収集、蓄積してきています。これら蓄積した健康管理情報を提供するため、海外に労働者を派遣する
企業の事業主、産業医、産業保健担当者を対象に、「海外勤務者のための健康管理セミナー（全 4 テーマ）」を開催します。

研修コード 月 日 時 間 テーマ 講 師 定 員

9503048
12 月 21 日（木）

13:30 〜 14:45 ①メンタルヘルス関係法令・判例・概論（初級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 石塚　　宏 60

9503049 15:00 〜 17:00 ④うつ予防対策・自殺予防対策（初級）
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 深澤　健二 60

9503050  1 月 11 日（木） 14:30 〜 16:30 派遣労働者の健康管理　〜多様化する働き方の中で〜
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 加藤　雅治 60

9503051
 1 月 12 日（金）

13:30 〜 14:45 過重労働による健康障害防止　〜関係法令・通達〜
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。 炭山　　隆 60

9503052 15:00 〜 17:00 過重労働による健康障害防止　〜エビデンス・具体的措置事例〜
※前回受講できなかった方のために再度開催いたします。

角田　　透 60

9503053  1 月 17 日（水） 14:30 〜 16:30

「元気な職場づくり」実践編①　〜リスニング〜
“管理者の行うこころの健康づくり対策”
※以前「元気な職場づくり」を受講したことのある方対象。冊子「元気

な職場づくり」をご持参願います。

岩舩　展子 30

9503054  1 月 22 日（月） 14:30 〜 16:30 シリーズ：職場のメンタルヘルス活動の考え方⑤
～ケースマネジメントその１～ 小宮　恵子 60

9503055  1 月 31 日（水） 14:30 〜 16:30

「元気な職場づくり」実践編②　〜アサーション〜
“管理者の行うこころの健康づくり対策”
※以前「元気な職場づくり」を受講したことのある方対象。冊子「元気

な職場づくり」をご持参願います。

岩舩　展子 30



※この用紙に記載された貴方の個人情報は研修申込以外に使用いたしません。

各種研修共通申込書 

● 利用者カードをお持ちの方 

定員状況等の連絡先 

下記の利用規約を了承し、同意のもと申し込みます。 下記の利用規約を了承し、同意のもと申し込みます。 

利用者カード番号  （5ケタ）

1.  研修コード  （7ケタ） 

2.  研修コード  （7ケタ） 

3.  研修コード  （7ケタ） 

4.   研修コード  （7ケタ） 

5. 研修コード  （7ケタ） 

6.  研修コード  （7ケタ） 

7.  研修コード  （7ケタ） 

8.  研修コード  （7ケタ） 

9.  研修コード  （7ケタ） 

10.  研修コード  （7ケタ） 

T E L  

F AX  

E-mail 

  

フリガナ 

  
受講者氏名 

  

フリガナ 

  
受講者氏名 

生年月日  
（例：1966/11/28） 

  

職　種 

認定書番号（産業医）  （7ケタ）

勤務先名（医療機関名）

所属部課（所属医師会） 

〒 

所在地  

TE L  

F AX  

E-mail 

1. 研修コード  （7ケタ）

2. 研修コード  （7ケタ）

3. 研修コード  （7ケタ）

4. 研修コード  （7ケタ）

5. 研修コード  （7ケタ）

● 利用者カードをお持ちでない方 

産業医 ・ 保健師 ・ 看護師 ・ 事業主 

人事管理者 ・ 労務管理者 ・ 衛生管理者 

労働者 ・ その他（　　　　　　　　　　） 

 1. 研修受付は、休日を除く毎日ＡＭ 9:00 ～ＰＭ 5:00 となります。 

 2. 研修は無料です。定員に達した場合、お断りすることがあります。 
受講票は発行いたしておりません。 

 3. 研修の受付は、利用者カードをご提示下さい。 
 4. 産業看護職継続教育手帳又は第一・二種衛生管理者免許をお持ちの 

方は、利用者カードとの両方をご提示下さい。 

 5. 研修を皆様にご利用いただくため、1社で数名参加の場合、人数を 
制限することがございます。 

 6. お申し込み本人以外（代理）の申請及び受講は、キャンセル待ち優先 
のため、お断りいたします。 

 7. 研修 の お 申 し込み を キ ャ ンセル す る場合 、 必ず事前 に ご連 絡ください。 

 8. 研修室での写真・ビデオ撮影やWebカメラの公開に伴う肖像権等に 
ついて許諾願います。 

 9. 研修資料は参加された方のみ配布しております。（研修資料がない場合 
を除く） 

 10. 研 修 に お い て遅 刻・ 外 出・ 早退の場合 、 単位が取得 で き ま せ ん。 

 11. 控 え を保 存 し な い こ と に よ る お問い合 わ せ は 、 ご 容赦願 い ま す。 

 12. 研修室のお持ち込みはペットボトルのみです。 
  容器はお持ち帰り願います。 

 13. 駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関をご利用下さい。 

東京産業保健推進センター 宛　FAX 03 －3519 －2114 

利　用　規　約 

研修案内　平成17年8月～10月

（こちらから連絡がない場合は受講できます。）
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短い夏が過ぎて、あっという間に秋風が吹き始め、
朝晩寒く感じる季節になりました。

10月号の特集は産業保健フォーラムの講演から
角田先生の“メタボリック・シンドローム”と当セ
ンターの研修会から山寺先生の“職場における睡眠
障害”を掲載しました。

いずれも今、勤労者に急増しているテーマで、ぜ
ひご覧いただきたいと思います。

また研修案内のとおり10月からもいろいろなテ
ーマで研修会を開催します。

たくさんの皆様の参加をお待ちしています。

（業務課長 田中 努）

申請要件
① 2以上の小規模事業場*の事業者が共同して産業

医の要件を備えた医師を選任することにより応
募できます。

※企業規模にかかわりなく、常時使用する労働者数
（労働保険概算・確定保険料申告書等による助成
金申請の前年度の1カ月平均使用労働者数とし
ます）が50人未満の事業場をいいます。

② 以前に本助成金を受給したことがないこと。

助成金の申請時期
〈前期1〉 毎年4月1日から5月末日まで。
〈前期2〉 毎年6月1日から6月末日まで。
〈後　期〉 毎年10月1日から10月末日まで
　　　　 （初年度申請分のみ）です。

助成金額及び支給期間
助成金は、1事業年度につき1事業場あたり表の

とおりで、事業場の規模に応じて支給します。支給
期間は、3カ年度です。2年度目、3年度目につい
ても継続のための支給申請が必要です。

申請に必要な書類
① 様式1号 産業保健活動助成金支給・変更申請書

② 様式2号 産業保健活動推進計画書

③ 共同選任医師と契約書の写

④ 産業医の要件を備えた医師であることを証明す
る書類の写

⑤ 申請年度の労働保険概算・確定保険料申告書の
写等

（労働保険番号、労働者数の記載があるものに
限ります）

様式は東京産業保健推進センターにあります。

申請先
東京産業保健推進センター

（TEL.03-3519-2110）

（原則として代表事業者は、集団を構成する事業
場の申請書をとりまとめて提出していただきます
ようお願い致します）

助成金の支給
労働者健康福祉機構は、申請に基づき審査を行い、

集団を構成する事業場ごとに助成金の支給額を決定
し通知するとともに、銀行振込により助成金を支給
します。

産業医共同選任事業・助成金
小さな事業場だからこそ、働く方々の健康は何より大切。

そんな事業者の気持ちに応えた助成制度です。

ご存じですか?

小規模事業場産業保健活動
支援促進助成金の区分 助成額

30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

(注)共同選任医師を選任するのに要した費用の額が上記の額を下回る
場合は、その医師を選任するのに要した費用の額を支給します。

■助成金の区分と助成額
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東京産業保健推進センター 
日比谷シティ広場

独立行政法人 労働者健康福祉機構 

●都営三田線（内幸町駅/日比谷より改札 A6 出口）
●東京メトロ千代田線（霞ヶ関駅/内幸町口 C4 出口）

●東京メトロ丸ノ内線（霞ヶ関駅/銀座より改札 B2 出口）
●東京メトロ銀座線（虎ノ門駅/新橋より改札 9 出口）

●東京メトロ日比谷線（霞ヶ関駅/内幸町口 C4 出口）
●JR線（新橋駅/日比谷口）

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル3F 
Tel：03-3519-2110　Fax：03-3519-2114 
IP Phone：050-7506-8507 

東京産業保健推進センター 

●休日を除く毎日　午前9時～午後5時 
 ●休日／毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始 

 ご利用いただける日時 

交通機関 

独立行政法人 労働者健康福祉機構 

東京さんぽ
産業保健情報誌 

No.31

No.31

平成 　  年   　月18 10

東京産業保健推進センター 
information@sanpo13.jp 
http://www.sanpo13.jp/ 

Eメール  
ホームページ 

●事業内容、その他の詳細につきましては、当推進センターまで 
　お問い合わせ下さい。 


